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平成２７年度後期高齢者医療制度被保険者実態調査報告 正誤表 

 

標記につきまして、一部の表記に誤りがあったため、以下を訂正いたしました。 

 

 ホームページ掲載のファイルは、訂正後の表記に差し替えております  

 

平成２９年３月２４日訂正 

 

【Ⅱ 調査結果の概要】 

Ｐ１１   

＜誤＞ 

平成26年度から平成27年度にかけては、90歳以上99歳未満を除いた年齢階級において、１

人当たり所得額は減少している。 

＜正＞ 

平成26年度から平成27年度にかけては、「90歳～94歳」及び「95歳～99歳」を除いた年齢階

級において、１人当たり所得額は減少している。 

 

Ｐ２０   

＜誤＞ 

均等割軽減被保険者についてみると、賦課限度額を超える被保険者はほとんどおらず、所得

割のある被保険者の割合は２割軽減被保険者で25.5％、５割軽減被保険者で56.8％、8.5割軽

減被保険者で9.4％となっている。 

＜正＞ 

均等割軽減被保険者についてみると、賦課限度額を超える被保険者はほとんどおらず、所得

割のある被保険者の割合は２割軽減被保険者で61.1％、５割軽減被保険者で62.0％、8.5割軽

減被保険者で9.8％となっている。 


